








                                      
参考 

 

○ 聴覚障害者のために、災害時など緊急事態対応としてエレベーターにインター

ホンだけでなく、カメラによる映像画面を設置してほしい。 

○ 済美養護学校や四宮小の特別支援学級の過密化は非常に厳しい状況と考えます。

他校に特別支援学級を作るなど、解消してほしい。 

○ 区立の体育施設などは大宮前体育館のように、障害者が使いやすいように配慮

をお願いしたい。 

○ 区の温水プールで男女更衣室内に各障害者用の更衣室設置はありがたいが、母

親と息子で利用する場合の対応策を考えてほしい。 

○ 区営プールで障害者用の更衣室が身体障害者用になっている。人の声やワサワ

サ感が苦手な発達障害者用に更衣室を設置してほしい。また、障害者用更衣室が

男女であってもカーテンで仕切られているだけであり、付き添いが異性の場合の

対応が困難。このような場合に対応するための更衣室を増やしてほしい。 

○ 障害者福祉会館のネーミングが差別を助長していると思う。当事者にはつらい

ので、他の名称を考えてほしい。 

○ 児童館のトイレがバリアフリー対応となっていないため、身体障害児には非常

に使いづらい。改善してほしい。 

○ 書類やパンフレット等に、難しい用語、専門用語、法律用語、行政特有の用語

が多く、知的障害者には理解しにくい。できれば平易な言葉でお願いしたい。 

○ 産業商工会館にはエレベーターがなく、使用しづらい。 
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(杉並区役所各課) 

  

● 期間  平成２７年９月１７日～平成２７年１０月９日 

● 対象  杉並区役所各課 

● 回収数    ６３課（全課） 

 

◎ 質問項目 

 問１ 課名確認 

 

 問２ 障害者に対する窓口等での設備面における特別な配慮について 

   ○ 車椅子でも入庁・入室しやすいようスロープの設置（本庁等） 

   ○ ローカウンター及び椅子の設置（本庁等） 

   ○ エレベーターのボタンや階段の手すりに点字を表示（本庁等） 

   ○ 多目的トイレの設置（本庁等） 

   ○ 音声誘導装置設置（本庁等） 

      ○ 点字ブロック設置（本庁等）                      

   ○ 歩行誘導マット設置（地域課） 

   ○ 駐車場障害者用スペース確保（本庁等） 

      ○ 窓口に筆談用メモ、筆談ボード設置（本庁等） 

   ○ 窓口に拡大鏡や拡聴器の設置（本庁等） 

      ○ ローカウンターに仕切り板設置（本庁等） 

   ○ 貸出用車いすの設置（本庁等） 

   ○ 利用者の障害児枠を設けている。（保育園等） 

   ○ 投票所にコミュニケーションボード、文鎮、ルーペ、点字器を用意している。 

      ○ 本会議場に車椅子専用傍聴席設置 

 

問３ 障害者に対応等の特別な配慮について 

  ○ 説明会、懇談会、議会など本人の申し出等必要に応じて手話通訳者、要約筆記

者、点字資料を用意する場合がある。（本庁等） 

   ○ カウンター外での対応や車椅子利用者への同じ目線での対応など障害者の状況

に応じた対応を行っている。（本庁等） 

    ○ 必要に応じて筆談対応やソファーに腰掛けての対応を行っている。（本庁等） 



  ○ 理解しづらい方には、わかりやすく、ゆっくり、丁寧なコミュニケーションを 

   心掛けている。（本庁等） 

  ○ 希望があれば、プライバシーに配慮しながら代読、代筆を行っている。（本庁等） 

   ○ 月に数回手話通訳者の派遣がある。（本庁等） 

 

問４ 障害者に対する通知文（お知らせ等）における特別な配慮 

  ○ 文字等の色や文字サイズ等に配慮している。（本庁等） 

  ○ 施設の催物にユニバーサルデザインフォント（できるだけ多くの人が利用可能

であるようなデザイン”を基本コンセプトとしたデザインの事で、人が生活する上

で「使いやすさ、見やすさ」といった細かい部分にも配慮・工夫をしたデザイン）

を使った作成している。 

  ○ 視覚障害者宛に点字シールを添付している。（本庁等） 

   ○ 成人式について、特別な事情がある場合に相談できる旨を記載している。 

（本庁等） 

   ○ 免疫機能不全障害者の通知について、プライバシーに配慮している。 

 

問５ 障害者に対するパンフレットやチラシ等における特別な配慮 

  ○ 広報、くらしの便利帳は音声版・点字版を用意している。 

  ○ 区公式ホームページは、音声読上げ、文字拡大、色の反転可能なソフト搭載 

  ○ 広報番組は、手話通訳版・日本語字幕版を制作している。 

  ○ 災害時、障害者等要配慮者にも配慮した震災救援所運営管理標準マニュアルを

作成し、各震災救援所のマニュアルに反映させるよう依頼。 

  ○ パンフレット作成時には、文字を大きく、色彩のバランスを考慮している。（本

庁等） 

  ○ 障害者のてびきの音声版(テープ版)、点字版を作成した。 

  ○ 視覚障害者を対象とした事業には、点字版を作成している。 

  ○ 知的障害者等を対象とした募集などには、分かりやすい表現に努めている。 

  ○ 手話通訳者、要約筆記者の派遣事業募集パンフレットには、ルビを振っている。 

  ○ 高齢者のしおりの音声版(テープ版)、点字版を作成した。 

  ○ 緑色がよく見えない方がいるので、緑色の文字使用は極力避けている。 

  ○ 介護保険制度や保険料の案内に、点字パンフレットやテープ版を作成している。 

  ○ 点字用の母子手帳を作成している。 

  ○ 福祉事務所窓口に点字資料を用意している。 

  ○ 弱視の方に配慮するため、薄い色紙を使用するようにしている。 

  ○ 選挙公報に点字・音声版を、氏名用一覧に点字版を用意している。 

  ○ 区議会だよりに音声版と点字版を、ホームページに音声版を用意している。 



問６ 障害者から配慮の要請があり、対応した又は対応を検討している事項 

  ○ 研修時、聴覚障害者受講時、要約筆記者を準備している。 

  ○ 広報番組で、区民のアンケートに基づき、字幕版と手話版を用意している。   

  ○ 震災救援所訓練の障害者団体からの要請を受け、参加できるよう対応した。 

  ○ 講座に参加された視覚障害者から資料の点訳依頼があり配慮したり、障害者の

参加により特別スペースを確保している。 

  ○ 手話通訳者や要約筆記の依頼があった場合に関係部局に協力を求めたり、を紹

介したりしている。また、駐車スペースはないが、申し出のあった場合確保に努

めている。 

  ○ 期日前投票所となる施設の入口でスロープの改善要望があり、可能な範囲で改

修を行った。 

  ○ 視覚障害者歩行誘導マットを導入し、点字ブロックを補修した。 

  ○ 来庁された車いす利用者の方に配慮し、２階まで来てもらうのでなく、１階で

対応した。 

  ○ 聴覚障害者の申し出により、筆談での対応を行っている（本庁等） 

  ○ 車椅子での来場者に対して駐車スペースを確保している。 

  ○ 大田黒公園で車いす対応可能に改修した。 

  ○ 障害のあるい児童・生徒に通常学級支援員等での対応を行っている。 

  ○ エレベーターのない学校に通学した障害児のために階段昇降機を準備したこと 

がある。 

  ○ ＬＧＢＴの方々等から選挙時の対応要望があり対応を検討中である。 

   

問７ 障害者から配慮の要請はあるが、対応が難しいと考えている事項 

  ○ エレベーターやスロープ等の設置について障害者に配慮したいが、物理的に厳

しい所がある。（本庁等） 

  ○ 書類等の音声版で読み上げ機器が不足していて対応できないことがある。 

 

問８ 障害者が参加する会議体があり、配慮している事項 

  ○ 審議会等に委員として障害者が参加しているが、座席位置などに配慮している。

（本庁等） 

  ○ 式典等に手話通訳者や要約筆記者を用意し、また点字版資料を作成している。

（本庁等） 

  ○ 窓口従事者による誘導や臨時案内板の設置に配慮している。（本庁等）  
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(庁内障害当事者職員) 

  

● 期間  平成２７年９月１７日～平成２７年１０月９日 

● 対象  庁内の障害当事者の職員に対し実施（回答提出は任意） 

● 回収数    ２４件 

● 有効回収数  ２４件 

 

◎ 質問項目 

 問１ あなたの障害種別(主な障害)についてお聞きします。 

① 身体（肢体）           ２人    ８．３％ 

② 知的               ９人   ３７．５% 

③ 精神              １２人   ５０．０％ 

④ 内部障害・難病          １人    ４．２％ 

 

    上記職員には、非常勤職員の方も含まれています。 

 

 問２ あなたの年代についてお聞きします。                  

① 18～30歳             ５人   ２０．９％ 

② 31～40歳             ８人   ３３．３％ 

③ 41～50歳             ９人   ３７．５％ 

④ 51歳～60歳             ２人    ８．３％ 

⑤ 60歳以上             ０人 

    

 問３ あなたの職層についてお聞きします 

   ① 管理職              ０人           ０％ 

  ② 係長・主査            １人    ４．２％ 

③ 一般職員              ２人    ８・３％ 

④ 非常勤職員           ２１人   ８７．５％ 

 

      

 

 



 問４ 職務を遂行する上で、障害のある職員に対し、区や職員から勤務内容について配

慮があると感じていますか。感じている場合は、配慮の内容について記載（抜粋） 

  

配慮を感じる。          １７人   ７０．８％ 

 

○ その状況に応じて仕事や対面する人を考えてくれている。 

○ 自己のスキルに応じた仕事配分をしてもらっており、また、仕事の指示が丁寧 

○ 具体的な指示や説明があり、身体の調子など状況に応じての声かけがある。 

○ 機器の使用マニュアルや他課の業務マニュアルを作ってもらっている。 

○ 困難な作業は除外してもらい、できる業務をさせてもらっているが、見た目で障

害が分からない場合には配慮してもらうのが難しいと感じる。 

 

   多くの職員が配慮を感じている一方で、内部障害の職員については、見た目で障害

が分かりにくいことから、配慮してもらうことが難しいという意見もあった。 

   

 問５ 職務を遂行する上で、障害のある職員に対し、執務環境、備品・物品について配

慮があると感じていますか。感じている場合は、配慮の内容について記載（抜粋） 

       

配慮を感じる。           ５人   ２０．８％ 

 

○ だいたい必要なものがそろっており、配慮を感じている。 

○ 物覚えが悪いのでメモ用紙や付せん等を使わせてもらっている。 

 

   難聴者向けの電話の設置希望や車いすの職員などの座席位置等についても配慮が必

要という声もあった。 

 

 問６ 職務を遂行する上で、障害のある職員に対し、区や職員から上記問４・５以外の

事項において配慮があると感じていますか。感じている場合は、配慮の内容につい

て記載（抜粋） 

 

配慮を感じる。           ９人   ３７．５％ 

 

○ 体調のことを気にかけてくれたり、体力に応じた仕事配分や休憩取得をできるよ

うにしてもらっている。また、言いにくいことも相談できている。 

○ 優しくいろいろと教えてくれている。丁寧に話してもらっている。 

○ 通院のためなど、休むことに対しての配慮を感じる。 



○ 内部障害について、あらかじめどのような症状なのかを聞いてもらいたい。ま

た、難病により不安定なため公共の交通機関を使用できないことから、通勤方

法についても柔軟に対応してもらいたい。 

 

問 10 障害者差別解消法、障害者の権利条約、区の障害者施策について、ご意見があれば

お書きください。（抜粋） 

 

意見がある。           ８人   ３３．３％ 

 

    ○ 職員が障害のある職員に対して威圧的な話し方で話す時に差別を感じる。 

    ○ 今健康であっても事故等により突然障害者になってしまうこともあります。

もし自分が障害者になってしまったら、何がどうなっていれば幸せに生活しや

すい場所かを考え、それを実現するために多くの方へ訴えっていくことが重要

だと考えます。 

    ○ 手や足の障害など、障害の部位や等級により日頃必要とされる配慮は様々で

ある。多くの意見を集め、障害のある職員が生き生きと働くことのできるよう

にしてもらいたい。 

    ○ 窓口対応にも関わってくるので、勉強会等を実施した方がよいと思う。 

    ○ 難病患者への配慮・支援をお願いしたい。 



 2 締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能

力開発、向上及び自律的な力の育成を確保するための全ての適当な措置をとる。 

第七条 障害のある児童 

 1 締約国は、障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を完全に享有することを確保するための全ての

必要な措置をとる。 

 2 障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 

 3 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するた

めの障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童との平

等を基礎として、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

第八条 意識の向上 

 1 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。  

o （a） 障害者に関する社会全体（各家庭を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。 

o （b） あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行（性及び年齢に基づくものを含む。）と戦うこ

と。 

o （c） 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 

 2 このため、1 の措置には、次のことを含む。  

o （a） 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。  

 （i） 障害者の権利に対する理解を育てること。 



 （ii） 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。 

 （iii） 障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進すること。 

o （b） 教育制度の全ての段階（幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含む。）において、障害者の権利を尊重する態度を育成

すること。 

o （c） 全ての報道機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨励すること。 

o （d） 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。 

第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ 

 1 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にすることを目的として、障害者が、他の者と

の平等を基礎として、都市及び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信（情報通信機器及び情報通信システムを含む。）並

びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービスを利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は、

施設及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、特に次の事項について適用する。  

o （a） 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設及び職場を含む。） 

o （b） 情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。） 

 2 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。  

o （a） 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関する最低基準及び指針を作成し、及び公表し、並びに

当該最低基準及び指針の実施を監視すること。 

o （b） 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、当該施設及びサービスの障害者にとっての利用

の容易さについてあらゆる側面を考慮することを確保すること。 

o （c） 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題についての研修を関係者に提供すること。 

o （d） 公衆に開放される建物その他の施設において、点字の表示及び読みやすく、かつ、理解しやすい形式の表示を提供すること。 



o （e） 公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人又は動物による支援及び仲介する者（案内者、朗読者

及び専門の手話通訳を含む。）を提供すること。 

o （f） 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。 

o （g） 障害者が新たな情報通信機器及び情報通信システム（インターネットを含む。）を利用する機会を有することを促進すること。 

o （h） 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものとするため、早い段階で、利用しやすい情報通信機器

及び情報通信システムの設計、開発、生産及び流通を促進すること。 

第十条 生命に対する権利 

 締約国は、全ての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するものとし、障害者が他の者との平等を基礎としてその権利を効果的に

享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。 

第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態 

 締約国は、国際法（国際人道法及び国際人権法を含む。）に基づく自国の義務に従い、危険な状況（武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の

発生を含む。）において障害者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる。 

第十二条 法律の前にひとしく認められる権利 

 1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。 

 2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。 

 3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。 



 4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定める

ことを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及

び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、

かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利

益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。 

 5 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その

他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとる

ものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。 

第十三条 司法手続の利用の機会 

 1 締約国は、障害者が全ての法的手続（捜査段階その他予備的な段階を含む。）において直接及び間接の参加者（証人を含む。）として効果

的な役割を果たすことを容易にするため、手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されること等により、障害者が他の者との平等を基礎

として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保する。 

 2 締約国は、障害者が司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保することに役立てるため、司法に係る分野に携わる者（警察官

及び刑務官を含む。）に対する適当な研修を促進する。 

第十四条 身体の自由及び安全 

 1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。  

o （a） 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。  



o （b） 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剝奪も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自

由の剝奪が障害の存在によって正当化されないこと。 

 2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法によ

る保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること（合理的配慮の提供によるものを含む。）を確保

する。 

第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由 

 1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意

なしに医学的又は科学的実験を受けない。 

 2 締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けるこ

とがないようにするため、全ての効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。 

第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由 

 1 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待（性別に基づくものを含む。）から障害者を保護するための全ての適当

な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。 

 2 また、締約国は、特に、障害者並びにその家族及び介護者に対する適当な形態の性別及び年齢に配慮した援助及び支援（搾取、暴力及び

虐待の事案を防止し、認識し、及び報告する方法に関する情報及び教育を提供することによるものを含む。）を確保することにより、あらゆる

形態の搾取、暴力及び虐待を防止するための全ての適当な措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に配慮したものであるこ

とを確保する。 



 3 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害者に役立つことを意図した全ての施設及び計画が独立した当

局により効果的に監視されることを確保する。 

 4 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の身体的、認知的及び心理的な回復、リハビリテーション並びに社

会復帰を促進するための全ての適当な措置（保護事業の提供によるものを含む。）をとる。このような回復及び復帰は、障害者の健康、福祉、

自尊心、尊厳及び自律を育成する環境において行われるものとし、性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。 

 5 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、捜査され、及び適当な場合には訴追されることを確保するための効果

的な法令及び政策（女子及び児童に重点を置いた法令及び政策を含む。）を策定する。 

第十七条 個人をそのままの状態で保護すること 

 全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する。 

第十八条 移動の自由及び国籍についての権利 

 1 締約国は、障害者に対して次のことを確保すること等により、障害者が他の者との平等を基礎として移動の自由、居住の自由及び国籍につ

いての権利を有することを認める。  

o （a） 国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにその国籍を恣意的に又は障害に基づいて奪われないこと。 

o （b） 国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文書を入手し、所有し、及び利用すること又は移動の自由についての権利の行使を容

易にするために必要とされる関連手続（例えば、出入国の手続）を利用することを、障害に基づいて奪われないこと。 

o （c） いずれの国（自国を含む。）からも自由に離れることができること。 

o （d） 自国に戻る権利を恣意的に又は障害に基づいて奪われないこと。 

 2 障害のある児童は、出生の後直ちに登録される。障害のある児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するも

のとし、また、できる限りその父母を知り、かつ、その父母によって養育される権利を有する。 



第十九条 自立した生活及び地域社会への包容 

 この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者

が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、

次のことを確保することによるものを含む。 

 （a） 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施

設で生活する義務を負わないこと。 

 （b） 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、

居住サービスその他の地域社会支援サービス（個別の支援を含む。）を障害者が利用する機会を有すること。 

 （c） 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに

対応していること。 

第二十条 個人の移動を容易にすること 

 締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置をとる。この措置には、次のことによるも

のを含む。 

 （a） 障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。 

 （b） 障害者が質の高い移動補助具、補装具、支援機器、人又は動物による支援及び仲介する者を利用する機会を得やすくすること（これらを

負担しやすい費用で利用可能なものとすることを含む。）。 

 （c） 障害者及び障害者と共に行動する専門職員に対し、移動のための技能に関する研修を提供すること。 

 （d） 移動補助具、補装具及び支援機器を生産する事業体に対し、障害者の移動のあらゆる側面を考慮するよう奨励すること。 



第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会 

 締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表現及び意見の自由（他の者との平等を基礎とし

て情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）についての権利を行使することができることを確保するための全ての適当な措置をとる。この

措置には、次のことによるものを含む。 

 （a） 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの

情報を提供すること。 

 （b） 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他の全ての利用しやすい意思疎通の手

段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。 

 （c） 一般公衆に対してサービス（インターネットによるものを含む。）を提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用しやす

い又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。 

 （d） マスメディア（インターネットを通じて情報を提供する者を含む。）がそのサービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう奨励するこ

と。 

 （e） 手話の使用を認め、及び促進すること。 

第二十二条 プライバシーの尊重 

 1 いかなる障害者も、居住地又は生活施設のいかんを問わず、そのプライバシー、家族、住居又は通信その他の形態の意思疎通に対して恣

意的に又は不法に干渉されず、また、名誉及び信用を不法に攻撃されない。障害者は、このような干渉又は攻撃に対する法律の保護を受け

る権利を有する。 

 2 締約国は、他の者との平等を基礎として、障害者の個人、健康及びリハビリテーションに関する情報に係るプライバシーを保護する。 



第二十三条 家庭及び家族の尊重 

 1 締約国は、他の者との平等を基礎として、婚姻、家族、親子関係及び個人的な関係に係る全ての事項に関し、障害者に対する差別を撤廃

するための効果的かつ適当な措置をとる。この措置は、次のことを確保することを目的とする。  

o （a） 婚姻をすることができる年齢の全ての障害者が、両当事者の自由かつ完全な合意に基づいて婚姻をし、かつ、家族を形成する

権利を認められること。 

o （b） 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認められ、また、障害者が生殖及び家族計画につい

て年齢に適した情報及び教育を享受する権利を認められること。さらに、障害者がこれらの権利を行使することを可能とするために必

要な手段を提供されること。 

o （c） 障害者（児童を含む。）が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持すること。 

 2 締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに類する制度が国内法令に存在する場合には、それらの制度に係る障害者の権利及び責任を

確保する。あらゆる場合において、子の最善の利益は至上である。締約国は、障害者が子の養育についての責任を遂行するに当たり、当該

障害者に対して適当な援助を与える。 

 3 締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確保する。締約国は、この権利を実現し、並びに障害のある児

童の隠匿、遺棄、放置及び隔離を防止するため、障害のある児童及びその家族に対し、包括的な情報、サービス及び支援を早期に提供する

ことを約束する。 

 4 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを

条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。いかなる

場合にも、児童は、自己の障害又は父母の一方若しくは双方の障害に基づいて父母から分離されない。 

 5 締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、一層広い範囲の家族の中で代替的な監護を提供し、及びこ

れが不可能なときは、地域社会の中で家庭的な環境により代替的な監護を提供するようあらゆる努力を払う。 



第二十四条 教育 

 1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害

者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的とする。  

o （a） 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の

尊重を強化すること。 

o （b） 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 

o （c） 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

 2 締約国は、1 の権利の実現に当たり、次のことを確保する。  

o （a） 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な

初等教育から又は中等教育から排除されないこと。 

o （b） 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教

育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。 

o （c） 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

o （d） 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。 

o （e） 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとら

れること。 

 3 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者

が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置をと

る。  

o （a） 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のための技能の習得並びに障

害者相互による支援及び助言を容易にすること。 



o （b） 手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 

o （c） 盲人、聾者又は盲聾者（特に盲人、聾者又は盲聾者である児童）の教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の

形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。 

 4 締約国は、1 の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字について能力を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇

用し、並びに教育に従事する専門家及び職員（教育のいずれの段階において従事するかを問わない。）に対する研修を行うための適当な措

置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用

並びに障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。 

 5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受する

ことができることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。 

第二十五条 健康 

 締約国は、障害者が障害に基づく差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮し

た保健サービス（保健に関連するリハビリテーションを含む。）を利用する機会を有することを確保するための全ての適当な措置をとる。締約国は、特に、

次のことを行う。 

 （a） 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又は負担しやすい費用の保健及び保健計画（性及び生殖

に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画の分野のものを含む。）を提供すること。 

 （b） 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス（早期発見及び適当な場合には早期関与並びに特に児童及び高齢者の新たな

障害を最小限にし、及び防止するためのサービスを含む。）を提供すること。 

 （c） これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会（農村を含む。）の可能な限り近くにおいて提供すること。 



 （d） 保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫理基準を広く知らせることによって障害者の人権、尊厳、自律

及びニーズに関する意識を高めることにより、他の者と同一の質の医療（例えば、事情を知らされた上での自由な同意を基礎とした医療）を障

害者に提供するよう要請すること。 

 （e） 健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別

を禁止すること。 

 （f） 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害に基づく差別的な拒否を防止すること。 

第二十六条 ハビリテーション（適応のための技能の習得）及びリハビリテーション 

 1 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆ

る側面への完全な包容及び参加を達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置（障害者相互による支援を通じたも

のを含む。）をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、ハビリテーション及びリハビリテ

ーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。この場合において、これらのサービス及びプログラム

は、次のようなものとする。  

o （a） 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する学際的な評価を基礎とするものであること。 

o （b） 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び包容を支援し、自発的なものであり、並びに障害者自身が属する地域社会（農

村を含む。）の可能な限り近くにおいて利用可能なものであること。 

 2 締約国は、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を

促進する。 

 3 締約国は、障害者のために設計された補装具及び支援機器であって、ハビリテーション及びリハビリテーションに関連するものの利用可能

性、知識及び使用を促進する。 



第二十七条 労働及び雇用 

 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障

害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計

を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置（立法によるものを含む。）をとることにより、労働について

の障害者（雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されることを保障し、及び促進する。  

o （a） あらゆる形態の雇用に係る全ての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含

む。）に関し、障害に基づく差別を禁止すること。 

o （b） 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件（均等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬を含む。）、安全

かつ健康的な作業条件（嫌がらせからの保護を含む。）及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護すること。 

o （c） 障害者が他の者との平等を基礎として労働及び労働組合についての権利を行使することができることを確保すること。 

o （d） 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓練を利用する効果的

な機会を有することを可能とすること。 

o （e） 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、

及びこれに復帰する際の支援を促進すること。 

o （f） 自営活動の機会、起業家精神、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。 

o （g） 公的部門において障害者を雇用すること。 

o （h） 適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。）を通じて、民間部門における障害

者の雇用を促進すること。 

o （i） 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。 

o （j） 開かれた労働市場において障害者が職業経験を得ることを促進すること。 

o （k） 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。 



 2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者との平等を基礎として強制労働から保護されることを確保す

る。 

第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 

 1 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準（相当な食糧、衣類及び住居を含む。）についての権利並びに生活条件の不断

の改善についての権利を有することを認めるものとし、障害に基づく差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適当な

措置をとる。 

 2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なしにこの権利を享受することについての障害者の権利を認める

ものとし、この権利の実現を保障し、及び促進するための適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保するための措置を含む。  

o （a） 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有し、及び障害者が障害に関連するニーズに係る適当なかつ費用の負

担しやすいサービス、補装具その他の援助を利用する機会を有すること。 

o （b） 障害者（特に、障害のある女子及び高齢者）が社会的な保障及び貧困削減に関する計画を利用する機会を有すること。 

o （c） 貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用についての国の援助（適当な研修、カウンセリン

グ、財政的援助及び介護者の休息のための一時的な介護を含む。）を利用する機会を有すること。 

o （d） 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有すること。 

o （e） 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有すること。 

第二十九条 政治的及び公的活動への参加 

 締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎としてこの権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束す

る。 



 （a） 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活

動に効果的かつ完全に参加することができること（障害者が投票し、及び選挙される権利及び機会を含む。）を確保すること。  

o （i） 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びにその理解及び使用が容易であることを確保すること。 

o （ii） 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘密投票によって投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる

段階において実質的に在職し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護すること。この場合において、適当なときは支援機器及び新

たな機器の使用を容易にするものとす 

o る。 

o （iii） 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、必要な場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者に

より選択される者が投票の際に援助することを認めること。 

 （b） 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、政治に効果的かつ完全に参加することができる環境を積極的に促進し、及

び政治への障害者の参加を奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。  

o （i） 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、並びに政党の活動及び運営に参加すること。 

o （ii） 国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための障害者の組織を結成し、並びにこれに参加すること。 

第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 

 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、次のことを確保するための全ての適当

な措置をとる。  

o （a） 障害者が、利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を有すること。 

o （b） 障害者が、利用しやすい様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受する機会を有すること。 

o （c） 障害者が、文化的な公演又はサービスが行われる場所（例えば、劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス）を利用する機

会を有し、並びに自国の文化的に重要な記念物及び場所を享受する機会をできる限り有すること。 



 2 締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも、自己の創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し、

及び活用する機会を有することを可能とするための適当な措置をとる。 

 3 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とな

らないことを確保するための全ての適当な措置をとる。 

 4 障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同一性（手話及び聾文化を含む。）の承認及び支持を受ける権

利を有する。 

 5 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、余暇及びスポーツの活動に参加することを可能とすることを目的として、

次のことのための適当な措置をとる。  

o （a） 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動に可能な限り参加することを奨励し、及び促進すること。 

o （b） 障害者が障害に応じたスポーツ及びレクリエーションの活動を組織し、及び発展させ、並びにこれらに参加する機会を有すること

を確保すること。このため、適当な指導、研修及び資源が他の者との平等を基礎として提供されるよう奨励すること。 

o （c） 障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所を利用する機会を有することを確保すること。 

o （d） 障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツの活動（学校制度におけるこれらの活動を含む。）への参加につい

て他の児童と均等な機会を有することを確保すること。 

o （e） 障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツの活動の企画に関与する者によるサービスを利用する機会を有することを

確保すること。 

第三十一条 統計及び資料の収集 

 1 締約国は、この条約を実効的なものとするための政策を立案し、及び実施することを可能とするための適当な情報（統計資料及び研究資料

を含む。）を収集することを約束する。この情報を収集し、及び保持する過程においては、次のことを満たさなければならない。  

o （a） 障害者の秘密の保持及びプライバシーの尊重を確保するため、法令に定める保障措置（資料の保護に関する法令を含む。）を遵

守すること。 



o （b） 人権及び基本的自由を保護するための国際的に受け入れられた規範並びに統計の収集及び利用に関する倫理上の原則を遵

守すること。 

 2 この条の規定に従って収集された情報は、適宜分類されるものとし、この条約に基づく締約国の義務の履行の評価に役立てるために、並び

に障害者がその権利を行使する際に直面する障壁を特定し、及び当該障壁に対処するために利用される。 

 3 締約国は、これらの統計の普及について責任を負うものとし、これらの統計が障害者及び他の者にとって利用しやすいことを確保する。 

第三十二条 国際協力 

 1 締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための自国の努力を支援するために国際協力及びその促進が重要であることを認識し、こ

の点に関し、国家間において並びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会（特に障害者の組織）と連携して、適

当かつ効果的な措置をとる。これらの措置には、特に次のことを含むことができる。  

o （a） 国際協力（国際的な開発計画を含む。）が、障害者を包容し、かつ、障害者にとって利用しやすいものであることを確保すること。 

o （b） 能力の開発（情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じたものを含む。）を容易にし、及び支援すること。 

o （c） 研究における協力を容易にし、並びに科学及び技術に関する知識を利用する機会を得やすくすること。 

o （d） 適当な場合には、技術援助及び経済援助（利用しやすい支援機器を利用する機会を得やすくし、及びこれらの機器の共有を容

易にすることによる援助並びに技術移転を通じた援助を含む。）を提供すること。 

 2 この条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を及ぼすものではない。 

第三十三条 国内における実施及び監視 



 1 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は二以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国

は、異なる部門及び段階における関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又は指定に十分な考慮を

払う。 

 2 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み（適当な場合には、一

又は二以上の独立した仕組みを含む。）を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、このような仕組みを指定し、又

は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。 

 3 市民社会（特に、障害者及び障害者を代表する団体）は、監視の過程に十分に関与し、かつ、参加する。 

第三十四条 障害者の権利に関する委員会 

 1 障害者の権利に関する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。委員会は、以下に定める任務を遂行する。 

 2 委員会は、この条約の効力発生の時は十二人の専門家で構成する。効力発生の時の締約国に加え更に六十の国がこの条約を批准し、又

はこれに加入した後は、委員会の委員の数を六人増加させ、上限である十八人とする。 

 3 委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行するものとし、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力及び経験を認められ

た者とする。締約国は、委員の候補者を指名するに当たり、第四条 3 の規定に十分な考慮を払うよう要請される。 

 4 委員会の委員については、締約国が、委員の配分が地理的に衡平に行われること、異なる文明形態及び主要な法体系が代表されること、

男女が衡平に代表されること並びに障害のある専門家が参加することを考慮に入れて選出する。 

 5 委員会の委員は、締約国会議の会合において、締約国により当該締約国の国民の中から指名された者の名簿の中から秘密投票により選

出される。締約国会議の会合は、締約国の三分の二をもって定足数とする。これらの会合においては、出席し、かつ、投票する締約国の代表

によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 

 6 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅

くとも四箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を二箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名

された者のアルファベット順による名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、この条約の締約国に送付する。 



 7 委員会の委員は、四年の任期で選出される。委員は、一回のみ再選される資格を有する。ただし、最初の選挙において選出された委員のう

ち六人の委員の任期は、二年で終了するものとし、これらの六人の委員は、最初の選挙の後直ちに、5 に規定する会合の議長によりくじ引で

選ばれる。 

 8 委員会の六人の追加的な委員の選挙は、この条の関連規定に従って定期選挙の際に行われる。 

 9 委員会の委員が死亡し、辞任し、又は他の理由のためにその職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指

名した締約国は、残余の期間その職務を遂行する他の専門家であって、資格を有し、かつ、この条の関連規定に定める条件を満たすものを

任命する。 

 10 委員会は、その手続規則を定める。 

 11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供するものとし、委員会の最

初の会合を招集する。 

 12 この条約に基づいて設置される委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮して決定する条件に従い、同総会の承

認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 

 13 委員会の委員は、国際連合の特権及び免除に関する条約の関連規定に規定する国際連合のための職務を遂行する専門家の便益、特権

及び免除を享受する。 

第三十五条 締約国による報告 

 1 各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この

条約が自国について効力を生じた後二年以内に国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。 

 2 その後、締約国は、少なくとも四年ごとに、更に委員会が要請するときはいつでも、その後の報告を提出する。 

 3 委員会は、報告の内容について適用される指針を決定する。 



 4 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、その後の報告においては、既に提供した情報を繰り返す必要はない。締約国は、

委員会に対する報告を作成するに当たり、公開され、かつ、透明性のある過程において作成することを検討し、及び第四条 3 の規定に十分な

考慮を払うよう要請される。 

 5 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び困難を記載することができる。 

第三十六条 報告の検討 

 1 委員会は、各報告を検討する。委員会は、当該報告について、適当と認める提案及び一般的な性格を有する勧告を行うものとし、これらの

提案及び一般的な性格を有する勧告を関係締約国に送付する。当該関係締約国は、委員会に対し、自国が選択する情報を提供することに

より回答することができる。委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を当該関係締約国に要請することができる。 

 2 いずれかの締約国による報告の提出が著しく遅延している場合には、委員会は、委員会にとって利用可能な信頼し得る情報を基礎として当

該締約国におけるこの条約の実施状況を審査することが必要であることについて当該締約国に通報（当該通報には、関連する報告が当該通

報の後三箇月以内に行われない場合には審査する旨を含む。）を行うことができる。委員会は、当該締約国がその審査に参加するよう要請

する。当該締約国が関連する報告を提出することにより回答する場合には、1 の規定を適用する。 

 3 国際連合事務総長は、1 の報告を全ての締約国が利用することができるようにする。 

 4 締約国は、1 の報告を自国において公衆が広く利用することができるようにし、これらの報告に関連する提案及び一般的な性格を有する勧

告を利用する機会を得やすくする。 

 5 委員会は、適当と認める場合には、締約国からの報告に記載されている技術的な助言若しくは援助の要請又はこれらの必要性の記載に対

処するため、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び勧告がある場合には当該見解及び勧告とともに、国際連合の専門

機関、基金及び計画その他の権限のある機関に当該報告を送付する。 

第三十七条 締約国と委員会との間の協力 



 1 各締約国は、委員会と協力するものとし、委員の任務の遂行を支援する。 

 2 委員会は、締約国との関係において、この条約の実施のための当該締約国の能力を向上させる方法及び手段（国際協力を通じたものを含

む。）に十分な考慮を払う。 

第三十八条 委員会と他の機関との関係 

  この条約の効果的な実施を促進し、及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、  

o （a） 専門機関その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、

代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範

囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関その他

の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請する

ことができる。 

o （b） 委員会は、その任務を遂行するに当たり、それぞれの報告に係る指針、提案及び一般的な性格を有する勧告の整合性を確保し、

並びにその任務の遂行における重複を避けるため、適当な場合には、人権に関する国際条約によって設置された他の関連する組織

と協議する。 

第三十九条 委員会の報告 

 委員会は、その活動につき二年ごとに国際連合総会及び経済社会理事会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく

提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見

とともに、委員会の報告に記載する。 



第四十条 締約国会議 

 1 締約国は、この条約の実施に関する事項を検討するため、定期的に締約国会議を開催する。 

 2 締約国会議は、この条約が効力を生じた後六箇月以内に国際連合事務総長が招集する。その後の締約国会議は、二年ごとに又は締約国

会議の決定に基づき同事務総長が招集する。 

第四十一条 寄託者 

 この条約の寄託者は、国際連合事務総長とする。 

第四十二条 署名 

 この条約は、二千七年三月三十日から、ニューヨークにある国際連合本部において、全ての国及び地域的な統合のための機関による署名のために

開放しておく。 

第四十三条 拘束されることについての同意 

 この条約は、署名国によって批准されなければならず、また、署名した地域的な統合のための機関によって正式確認されなければならない。この条

約は、これに署名していない国及び地域的な統合のための機関による加入のために開放しておく。 

第四十四条 地域的な統合のための機関 



 1 「地域的な統合のための機関」とは、特定の地域の主権国家によって構成される機関であって、この条約が規律する事項に関してその構成

国から権限の委譲を受けたものをいう。地域的な統合のための機関は、この条約の規律する事項に関するその権限の範囲をこの条約の正

式確認書又は加入書において宣言する。その後、当該機関は、その権限の範囲の実質的な変更を寄託者に通報する。 

 2 この条約において「締約国」についての規定は、地域的な統合のための機関の権限の範囲内で当該機関について適用する。 

 3 次条 1 並びに第四十七条 2 及び 3 の規定の適用上、地域的な統合のための機関が寄託する文書は、これを数に加えてはならない。 

 4 地域的な統合のための機関は、その権限の範囲内の事項について、この条約の締約国であるその構成国の数と同数の票を締約国会議に

おいて投ずる権利を行使することができる。当該機関は、その構成国が自国の投票権を行使する場合には、投票権を行使してはならない。そ

の逆の場合も、同様とする。 

第四十五条 効力発生 

 1 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後三十日目の日に効力を生ずる。 

 2 この条約は、二十番目の批准書又は加入書が寄託された後にこれを批准し、若しくは正式確認し、又はこれに加入する国又は地域的な統

合のための機関については、その批准書、正式確認書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。 

第四十六条 留保 

 1 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 

 2 留保は、いつでも撤回することができる。 

第四十七条 改正 



 1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案し、及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、締約国に対し、改

正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び決定のための締約国の会議の開催についての賛否を通報するよう要請する。その

送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集

する。会議において出席し、かつ、投票する締約国の三分の二以上の多数によって採択された改正案は、同事務総長により、承認のために

国際連合総会に送付され、その後受諾のために全ての締約国に送付される。 

 2 1 の規定により採択され、かつ、承認された改正は、当該改正の採択の日における締約国の三分の二以上が受諾書を寄託した後三十日目

の日に効力を生ずる。その後は、当該改正は、いずれの締約国についても、その受諾書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。改正は、

それを受諾した締約国のみを拘束する。 

 3 締約国会議がコンセンサス方式によって決定する場合には、1 の規定により採択され、かつ、承認された改正であって、第三十四条及び第

三十八条から第四十条までの規定にのみ関連するものは、当該改正の採択の日における締約国の三分の二以上が受諾書を寄託した後三

十日目の日に全ての締約国について効力を生ずる。 

第四十八条 廃棄 

 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領し

た日の後一年で効力を生ずる。 

第四十九条 利用しやすい様式 

 この条約の本文は、利用しやすい様式で提供される。 

第五十条 正文 



 この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とする。 

 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 

 


